
徳
島
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

起
業
者
の
名
称

鳴
門
市

二

事
業
の
種
類

道
の
駅
な
る
と
（
仮
称
）
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

徳
島
県
鳴
門
市
大
津
町
備
前
島
字
蟹
田
の
越
及
び
字
久
保
地
内

２

使
用
の
部
分

徳
島
県
鳴
門
市
大
津
町
備
前
島
字
蟹
田
の
越
地
内

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
以
下
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

申
請
に
係
る
事
業
は
、
鳴
門
市
大
津
町
備
前
島
字
蟹
田
の
越
及
び
字
久
保
地
内
を
起
業
地
と
す
る

道
の
駅
な
る
と
（
仮
称
）
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体

が
設
置
す
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
、
運
動
場
、
墓
地
、
市
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る

。
２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

起
業
者
で
あ
る
鳴
門
市
は
、
令
和
元
年
度
一
般
会
計
予
算
に
よ
り
、
既
に
財
源
措
置
を
講
じ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
権
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
起
業
者
が
当
該
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る

者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

（一）

鳴
門
市
で
は
、
出
生
者
数
が
死
亡
者
数
を
下
回
り
、
ま
た
高
齢
者
人
口
に
比
べ
て
年
少
人
口
及

び
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
割
合
が
大
き
い
な
ど
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
が
深
刻
な
課
題
と
な
っ
て

お
り
、
地
域
活
力
の
低
下
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た
定
住
人
口
の
確
保
、
交
流
人
口
の
拡
大

等
を
目
的
と
し
た
鳴
門
市
が
定
め
る
各
種
計
画
で
は
、
拠
点
と
な
る
施
設
と
し
て
、
幹
線
道
路
で

あ
る
一
般
国
道
十
一
号
沿
い
に
産
直
市
場
等
を
備
え
た
道
の
駅
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
今
後
三
十
年
以
内
に
七
十
か
ら
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
確
率
で
発
生
す
る
と
予
測
さ

れ
て
い
る
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
が
発
生
し
た
場
合
、
鳴
門
市
に
お
い
て
も
甚
大
な
被
害
が
予
想

さ
れ
て
お
り
、
災
害
に
負
け
な
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

起
業
者
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
地
域
振
興
、
防
災
面
な
ど
多
様
な
機
能
を

有
し
た
本
件
事
業
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
施
策
の
推
進
を
図
る
も
の
と
し
て
い
る
。



本
件
事
業
が
完
成
す
れ
ば
、
平
時
は
、
観
光
の
振
興
、
地
域
交
流
の
拠
点
と
し
て
の
活
用
が
期

待
で
き
、
ま
た
発
災
時
は
、
観
光
客
及
び
市
民
の
避
難
活
動
及
び
支
援
活
動
の
拠
点
と
し
て
の
活

用
が
期
待
で
き
る
な
ど
、
公
益
に
資
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
る
。

な
お
、
本
件
事
業
に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法

律
第
八
十
一
号
）
及
び
徳
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
六
号
）

に
定
め
る
対
象
事
業
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
実
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
件
事
業
の
施

行
に
お
い
て
規
制
値
を
上
回
る
騒
音
及
び
振
動
が
予
測
さ
れ
る
工
種
は
な
い
た
め
、
工
事
期
間
中

の
騒
音
及
び
振
動
に
起
因
す
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
は
極
め
て
小
さ
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

失
わ
れ
る
利
益

（二）

起
業
者
が
行
っ
た
現
地
調
査
及
び
文
献
調
査
に
よ
る
と
、
本
件
事
業
の
起
業
地
内
に
は
、
絶
滅

の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に

よ
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
並
び
に
環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
及
び
徳
島
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

に
お
い
て
、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い

。
ま
た
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
り
、
起
業
者
が
保
護
の

た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

事
業
計
画
の
合
理
性

（三）

本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
交
通
の
利
便
性
等
を
条
件
と
し
て
選
定
し
た
三

つ
の
候
補
地
に
つ
い
て
比
較
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
工
事
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
既
存
施
設
と

の
相
乗
効
果
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
等
、
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
観
点
か
ら
総
合
的
に
勘
案

す
る
と
本
件
事
業
の
起
業
地
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

で
述
べ
た
「
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
」
と

で
述
べ
た
「
失
わ
れ
る
利

（一）

（二）

益
」
を
比
較
衡
量
す
る
と
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益

に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

（一）

３
の

で
述
べ
た
よ
う
に
、
鳴
門
市
は
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ
る
地
域
活
力
の
低
下
が
懸

（一）

念
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
域
活
力
の
増
進
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大

地
震
等
の
大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
け
る
地
域
防
災
力
の
向
上
も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

で
き
る
だ
け
早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

（二）

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
の
面
積
で

あ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら

れ
、
そ
れ
以
外
の
範
囲
は
使
用
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理

的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認



め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ

る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

鳴
門
市
役
所
特
定
事
業
推
進
課


